
  河川改修事業の事後評価項目調書                                              （１／３） 
 
事業名 

さ ば が わ                   うえまつ 

佐波川改修事業（植松地区築堤） 
 
事業主体

 
中国地方整備局 

 
所在地 

 
山口県 

 
事業概要 

 
事業の目的 

当該事業箇所における計画高水流量は2,900m3/sであるが、整備前の流下能力は約2,
600m3/sで、前後の河道に比べても流下能力が低く、さらに横断工作物が連続し、  
治水安全度上のネック箇所である。一方、背後地は山口県の主要都市である防府市を
控え、人口や資産が集中するとともに、製造業の集積により、産業活動の拠点となっ
ている。その為、高い治水安全度が求められる箇所である。           
  本事業では河積拡大（引堤）を行い、流下能力の向上を図るものである。 
事業の内容 
   築堤：L=700m、堰継足：１式、橋梁延伸：１橋 
 

 
事業期間 

 
 平成２年度～平成１３年度 

 
総事業費 

 
 ４，１０４百万円 

 
①費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化 

 

 
 
 

    ○着手前と完成後の比較表 
 着 手 前 完 成 後 

事業費（百万円） ３，６９１ ４，１０４ 
 

工  期 Ｈ2年度～Ｈ12年度 Ｈ2年度～Ｈ13年度 

 

 
改修に要する費用 改修の効果 

 総事業費 
   ４０．０億円 
    〈平成１８年度価値〉 
 総費用 
  改修期間＋５０年 
   ①建設費  ４０．０億円 
  ②維持管理費 ５．３億円 
   
  総費用Ｃ  ４５．３億円 
    （①＋②） 

 想定年平均被害軽減期待額 
    ４．５億円 
     〈平成１８年度価値〉 
 総便益 
  改修完了後５０年 
   総便益Ｂ １５０．２億円① 
残存価値    １．３億円② 

        
   総便益Ｂ １５１．５億円 
   （①＋②） 

          費用対効果 Ｂ／Ｃ ＝ ３．３ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    【治水経済調査マニュアル(案) 平成17年4月版による】 

 

  
 マニュアル及に基づき算出した総便益「Ｂ」効果の内訳は下表のとおり 
 総便益「Ｂ」効果の内訳  

      項      目        金  額 
 便益（一般資産）［現在価値化］ ５３．６億円 
 便益（農作物）［現在価値化］  ０．７億円 
 便益（公共土木施設等）［現在価値化］ ９０．９億円 
 便益（営業停止損失）［現在価値化］  ２．５億円 
 便益（家庭の応急対策）［現在価値化］  ２．１億円 
 便益（事務所の応急対策）［現在価値化］  ０．４億円 
 残存価値  １．３億円 

 
 
 被 
 害 
 額 

      被    害    額    計 １５１．５億円 

 
事
業
評
価
の
視
点 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



 
河川改修事業の事後評価項目調書                                              （２／３） 
 
事業名 

さ ば が わ                   うえまつ 

佐波川改修事業（植松地区築堤） 
 
事業主体

 
中国地方整備局 

 
マニュアルに基づき事業の投資効率性を算出した結果は下表のとおり。 

  ○「治水経済調査ﾏﾆｭｱﾙ（案）平成17年4月版」に基づき算出 

       金  額     摘 要 
  建設費（治水分）［現在価値化］※１    ４０．０億円 
  維持管理費［現在価値化］   ※２       ５．３億円 

 Ｃ 
 費 
 用 費用合計  ４５．３億円 

 

         費用便益比  Ｂ／Ｃ    ※３ ３．３ 

平成１８年 
時点で 

現在価値化 

 
    ※１ ：整備期間を１２年、評価対象期間５０年とする。事業費をもとに対象期間の 

建設費を社会的割引率４％を用いて現在価値化を行い算定 
   ※２ ：評価対象期間内（５０年間）での維持管理費を社会的割引率４％を用いて現 
      在価値化を行い算定。 
    ※３ ：総費用と総便益の費（Ｂ／Ｃ）投資した費用に対する便益の大きさを判断す   
           る指標。 
  現在価値化  ：ある一定の期間に生ずる便益を算出するには、将来の便益を適切な 
        “割引率”で割り引くことによって現在の価値の直す必要がある。 
            それを現在価値化という。 
  社会的割引率 ：社会的割引率については、国債等の実質利回りを参考に４％と設定し 
        ている。 
 
 
 
 
②事業の効果の発現状況 

 
 

・事業実施により、計画高水流量2,900m3/s（1/100年確率）相当の洪水が発生した場合に想
定される約3,300戸の家屋浸水被害が解消できる。 

 
 

 
○計画規模1/100年相当洪水での想定被害額等 
  

 想定被害額等 
床上浸水 1,672戸 
床下浸水 1,612戸 
浸水面積 944ha 

一般資産額 162.0億円 
農作物 2.0億円 

公共土木資産 274.4億円 
間接被害額 15.1億円 

想定被害額 453.4億円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
  河川改修事業の事後評価項目調書                                              （３／３） 
 
事業名 

さ ば が わ                   うえまつ 

佐波川改修事業（植松地区築堤） 
 
事業主体

 
中国地方整備局 

 
③事業実施による環境の変化 
 

 
 
 

・上流佐野堰の存置により、湛水域が保全される。湛水域はカイツブリやオオバシ等の鳥類
の生息場であり、緩流を好む魚類も生息するため、当該区域の保全は多様な生物の生息環
境の保全になる。 

・新設の高水敷にサイクリングロードを設置することにより、住民の憩いの場としての水辺
空間を創造した。 

・大規模な低水路掘削は実施しておらず、河道内の環境に大きな変化はない。 
 
   
 

 
④社会経済情勢の変化 
 

 
 
 

・地域状況の変化 
 人口、世帯数はほぼ横ばいである。 
 
  主要自治体指標（防府市） 
    着手前（平成２年）                   完成後（平成１２年） 
      人口       １１８，２０６人             人口       １１７，７２４人 
      世帯数      ４１，７３１世帯           世帯数      ４３，３６７世帯 
      農地面積      ２，５３１ha          農地面積      １，７１２ha 
      事業所数      ６，１０６事務所       事業所数      ５，７１８事業所 
 

 

 
⑤今後の事後評価の必要性 
 

 
 
 

・完成後、これまでに計画規模相当の洪水は発生していないが、佐波川水系河川整備基本方
針(H18.11)の計画高水流量2,900m3/sの計画河道はできており、今後の事後評価の必要はな
いものと考えている。 

 
⑥改善措置の必要性 
 

 
 
 

 
事
後
評
価
の
視
点 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・①から⑤の視点による事後評価から、改善措置の必要性はないと考えている。 

 
   
      
 
 
 
 
 
 
 



佐波川河川改修事業佐波川河川改修事業（植松地区築堤）（植松地区築堤）

中国地方整備局中国地方整備局

佐
波
川

平成１８年１１月２４日平成１８年１１月２４日



植松地区築堤箇所
（3k8～4k4）

流域面積 ：460km2

幹線流路延長：56km
計画高水流量：2,900m3/s

（新橋地点）

佐波川の概要佐波川の概要
佐波川の特徴
佐波川は、山口県中央部に位置し、その流域は

防府市、山口市、周南市の３市で構成される。
幹線流路延長が56kmと短く河川勾配が上流部

で1/100～1/420程度、下流部で1/1200程度であり、

洪水の立ち上がりが早い河川である。
また、上流部は、山間狭隘部を流れ、両岸の山と

山の間を蛇行を繰り返しながら流れる河川で、直
轄管理区間(28km）内に16の取水堰があり、その

ほとんどが固定堰のため、流下能力が著しく低い
箇所が残されている。
植松地区は佐波川下流左岸に位置し、背後地に

人口・資産の集中する防府市街地が控えており、
高い治水安全度を求められる箇所である。

佐波川水系河川整備基本方針(H18.11)
佐波川計画高水流量図

※（ ）内数値は基本高水流量



植松植松地区築堤地区築堤事業の概要事業の概要

事業期間 平成2年度～平成13年度

事業内容 引堤（掘削・築堤）L=700m

高水護岸L=700m

大崎橋継ぎ足し1式

佐野堰継ぎ足し1式

事業費 ４１．０４億円

事業の必要性・目的

佐野堰

大崎橋

植
松
地
区
築
堤
事
業

防府市街地
想定氾濫区域内状況
浸水面積：約3,000ha
人口：約3万人
戸数：約1万戸

【平成４年11月撮影】

当該事業箇所における計画高水流量は2,900m3/sであるが、整備前の流下能力は約2,600m3/sで、

前後の河道に比べても流下能力が低く、さらに横断工作物が連続し、治水安全度上のネック箇所であ
る。一方、背後地は山口県の主要都市である防府市を控え、人口や資産が集中するとともに、製造業
の集積により、産業活動の拠点となっている。その為、高い治水安全度が求められる箇所である。本
事業では河積拡大（引堤）を行い、流下能力の向上を図るものである。

植松地区築堤事業箇所付近流下能力図

防府市の概要
山口県の中央部に位置し、人口約12万人の

中核都市でJR山陽本線、国道２号、山陽自動

車道等の主要幹線交通が通っている交通の要
衝である。また、大規模自動車組立工場を頂点
とする輸送用機械器具製造業が集積するなど、
県内有数の製造品出荷額を誇る産業都市であ
る。

大崎橋
佐野堰

流下能力不足

事業箇所

佐
波
川



事業事業実施前実施前後後の植松の植松地区地区の状況の状況

平成4年11月撮影

平成18年3月撮影

佐野堰

旧堤防 新堤防

平成9年3月撮影

事業実施前

事業実施後

佐
波
川

佐
波
川



事業実施による効果事業実施による効果
事業実施により、計画高水流量2,900m3/s(1/100年確率)相当の洪水が発生した場合

に想定される約3,300戸の家屋浸水被害が解消できる。

浸水区域

防府市
市街地事業箇所

944ha

0ha

0ha

100ha

200ha

300ha
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事業前 事業後

浸水面積解消

1,672戸

1,612戸

0戸0戸
戸

500戸

1,000戸

1,500戸

2,000戸

2,500戸

3,000戸

3,500戸

事業前 事業後

浸水被害解消

想定被害【1/100】



計画規模計画規模1/1001/100年相当洪水での想定被害額等年相当洪水での想定被害額等

想定被害額等

床上浸水 1,672戸

床下浸水 1,612戸

一般資産 162.0億円

公共土木資産 274.4億円

想定被害額 453.4億円

浸水面積 944ha

農作物 2.0億円

間接被害額等 15.1億円



費用対効果（Ｂ／Ｃ）の算出の流れ費用対効果（Ｂ／Ｃ）の算出の流れ

氾濫シミュレーション

想定被害額の算出

年平均被害軽減期待額

総便益（Ｂ）の算出

総事業費の算出

維持管理費の算出

残存価値の算出

総費用（Ｃ）の算出

費用対効果（Ｂ／Ｃ）の算出

総便益（Ｂ） 総費用（Ｃ）



年平均被害軽減期待額年平均被害軽減期待額
被害額に洪水の生起確率を乗じた流量規模別年平均額を

累計し算定する。

算出方法（治水経済マニュアルより）

植松箇所の算出

確率規模1/40年相当洪水においては被害無し

イメージ化



費用対効果分析（完成後）費用対効果分析（完成後）

・想定年平均被害軽減期待額 4.5億円

①便益 150.2億円

③建設費 40.0億円

④維持管理費 5.3億円

②残存価値 1.3億円

・総費用（C）③＋④ 45.3億円

便益比（B/C） 3.3

(※平成18年度価値)

・総便益（B）①＋② 151.5億円



河川環境への配慮事項河川環境への配慮事項

①堰湛水域の保全（佐野堰の継ぎ足し）

②サイクリングロードの設置

佐野堰の存置により、湛水域が
保全される。湛水域はカイツ
ブリやオオバン等の鳥類の
休息の場であり、緩流を好む
魚類も生息するため、
当該区域の保全は多様な生物の
生息環境の保全となる。

新設の高水敷にサイクリングロードを
設置することにより、住民の憩いの
場としての水辺空間を創造した。
また、高水敷にある程度広い空間を
造成することで、住民が多目的に
活用できる空間を創造した。

佐
波
川



植松地区築堤事業総括植松地区築堤事業総括
○当該事業完了したことで植松地区においては、佐波川水系
河川整備基本方針(H18.11)に基づく計画高水流量2,900m3/s
の河道整備が完成した。

○上記により、計画規模1/100年相当の洪水が発生した場合に
想定される約3,300戸の浸水家屋被害が解消される。

○高水敷整備により、上下流の連続性が確保でき、市民の河
川利用環境の向上につながった。

○事業完了後、計画規模相当の洪水は発生していないが計画
高水流量2,900m3/sの河道が確保できており、今後の事後評価
の必要はないと考えている。

○当該事業は改善措置の必要はないと考えている。


